
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し

◇
奈
良
県
教
育
委
員
会
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

１

手
数
料
の
廃
止

次
の
手
数
料
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

普
通
免
許
状
の
授
与
手
数
料
（
普
通
免
許
状
に
係
る
所
要
資
格
を
得
た
日
又
は
教
員
資

(1)
格
認
定
試
験
に
合
格
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
の
年
度
の
末
日

を
経
過
し
た
者
に
対
す
る
も
の
に
限
る
。
）

免
許
状
の
有
効
期
間
の
更
新
手
数
料

(2)

免
許
状
の
有
効
期
間
の
延
長
手
数
料

(3)

更
新
講
習
修
了
確
認
手
数
料

(4)

修
了
確
認
期
限
を
経
過
し
た
者
に
対
す
る
確
認
手
数
料

(5)

修
了
確
認
期
限
の
延
期
手
数
料

(6)

免
許
状
更
新
講
習
を
受
け
る
必
要
が
な
い
者
で
あ
る
こ
と
の
認
定
手
数
料

(7)
２

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

３

施
行
期
日

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
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